
道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）

（地方公共団体への通知）

第九十一条の二 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業（路線定期運行に係るもの

に限る。）について第四条第一項の許可又は第十五条第一項の認可の申請（路線の新設に係

るものその他の国土交通省令で定めるものに限る。）があつたときは、国土交通省令で定め

るところにより、当該申請があつた旨を関係地方公共団体に通知するものとする。

２ 前項の規定による通知を受けた関係地方公共団体は、第九条第四項又は第七十九条の

四第一項第五号の協議を行う必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところに

より、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める

関係者で構成される協議会を開催し、及び当該通知に係る申請者に対し協議会への参加を

要請することができる。

道路運送法施行規則（昭和二十六年運輸省令第七十五号）

（運営協議会の構成員等）

第五十一条の八 運営協議会は、次に掲げる者により構成するものとする。

一 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長

二 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

三 住民又は旅客

四 地方運輸局長

五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

六 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に自家

用有償旅客運送を行つている特定非営利活動法人等

２ 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項

各号に掲げる者のほか、運営協議会に、学識経験を有する者その他の運営協議会の運営上必

要と認められる者を構成員として加えることができる。

３ 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、法第七十九条の二の規定による

登録の申請に係る特定非営利活動法人等が行う自家用有償旅客運送について運営協議会に

おいて協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。


